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オープンカウンター方式による見積合せの公示 

 

次のとおり、オープンカウンター方式による見積合せを実施します。 

令和８年２月５日 

 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

本部長 井添 清治 

 

１ 調達内容 

(1) 調達件名    三鷹駅前地区における情報発信に係る屋外広告物の作成及び設置業務 

(2) 調達品等の特質・数量等    仕様書による。 

詳細な設置場所については、本業務の競争入札希望者に対し、令和８年２月５日から令和８

年２月12日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後４時（ただし、正午から

午後１時の間は除く、令和８年２月12日は午前10時までとする）まで以下の場所で交付するこ

ととする。 

なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日を連絡すること。 

交付場所・連絡先 

〒163-1382東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワー19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

ストック事業推進部事業第１課  電話 03-5323-4587 

(3) 履行期間    契約締結日の翌日から令和８年４月30日まで 

(4) 納入場所    独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

ストック事業推進部事業第１課 

（東京都新宿区西新宿６－５－１新宿アイランドタワー１９階） 

(5) 見積方法 

見積金額は、総価を記載すること。 

契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額とする。）をもって決定価格とするので、見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に

相当する金額を見積書に記載すること。 

 

２ 参加資格 

(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号）第331

条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 

https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf 

(2) 当機構東日本地区において、令和7・8年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分

「役務」の認定を受けていること。 

※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは何ら関係ないため注意されたい。 

https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf


2 

(3) 公示日から見積合せ日までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区

域とする指名停止を受けていないこと。 

(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。 

https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf 

(5) 本公示、仕様書及びオープンカウンター方式による見積合せ説明書等を承諾していること。 

https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph0000014kuf-att/lrmhph0000014kwu.pdf 

 

３ 見積手続等に関する問合せ先及び提出方法等 

(1) 見積手続等に関する問合せ先 

〒163－1382 東京都新宿区西新宿６―５―１ 新宿アイランドタワー19階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課  電話 03-5323-5705 

  ※土日祝日を除く午前 10時 00分～17時まで（12時～13時を除く） 

(2) 見積書の提出方法、期限及び提出先 

①提出期限    令和８年２月12日（木） 11時 

②提出方法  （見積書に押印をする場合） 

持参又は同日同時刻必着の書留郵便による郵送とする。なお、郵送による場合

は二重封筒とし、封筒の表に「オープンカウンター見積書在中」と朱書きするこ

と。提出場所は上記(1)と同じ。 

（見積書への押印を省略する場合） 

同日同時刻必着の電子メールにて（件名を「オープンカウンター：三鷹駅前地

区における情報発信に係る屋外広告物の作成及び設置業務」とすること）提出

し、上記(1)へ提出した旨の電話でのメール受信確認を行うことが必要です。提

出先メールアドレスは以下の通り。 

 X91306@ur-net.go.jp 

※押印を省略する場合は電子メールの利用が望ましいが、難しい場合は持参及

び郵送での提出も可とする。その場合、封筒に「（押印省略）」と朱書きするこ

と。（封筒記載例を参照） 

(3) 見積合せの日時 

 見積書の提出期限後、遅滞なく実施する。 

 なお、見積参加者の立会は求めない。 

 

４ その他 

 (1) 支払い条件  完了払 

(2) 契約保証金    免除 

(3) 契約書作成の要否    要 

業務請負契約書（別紙１を参照のこと）により、契約書を作成するものとする。 

(4) 見積りの無効 

本公示に示した競争参加資格のない者のした見積り及び見積りに関する条件に違反した見積

https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf
https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph0000014kuf-att/lrmhph0000014kwu.pdf
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りは無効とする。 

(5) 契約の相手方の決定方法 

独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内で最低価格をもって有効な見積りを行った者を契約の相手方とする。 

(6) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記 2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も、上記 3(2)により見積書を提出す

ることができるが、競争に参加するためには、見積書の提出と同時に当該資格審査に係る申請書

を東日本賃貸住宅本部経理課（連絡先は 3(1)に記載）に提出し、当該資格の認定を受け、か

つ、競争参加資格の確認を受けなければならない。なお、競争参加資格の認定に係る申請書類に

ついては以下の URLを参照のこと。 

buppin_kinyuurei_20241115.pdf 

REQ_checksheet_R78_ADD_B.xlsx 

REQ_R78_ADD_B.xlsx 

(7) 仕様書の内容に係る質問等の受付先 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部事業第１課 

電話 03-5323-4587 

 (8) 見積書の様式  「別記様式第１号」参照 

 (9) 落札者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結し、「個

人情報等に係る取扱手順書」により個人情報等を適切に取扱わなければならない。 

（詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準

契約書→当機構で使用する標準契約書等について→「個人情報等の保護に関する特約条項」を

参照。） 

  (10）落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を

契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 

（詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準

契約書→当機構で使用する標準契約書等について→「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条

項」を参照。 

以  上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ur-net.go.jp/order/fehv9e0000001b6l-att/buppin_kinyuurei_20241115.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ur-net.go.jp%2Forder%2Ffehv9e0000001b6l-att%2FREQ_checksheet_R78_ADD_B.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ur-net.go.jp%2Forder%2Ffehv9e0000001b6l-att%2FREQ_R78_ADD_B.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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別記様式第１号 

 

見   積   書 

 

金              円也（税抜） 

 

ただし、（件名）三鷹駅前地区における情報発信に係る屋外広告物の作成及び設置

業務 

 

オープンカウンター方式による見積合せ説明書を承諾の上、見積りします。 

 

年  月  日 

 

 

住   所 

会 社 名 

代表者氏名          印 ※１ 

（登録番号） 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

本部長  井添 清治 殿 

 

 

 

※１ 

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                    

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                    

※２ 

連絡先（電話番号）１：                          

連絡先（電話番号）２：                          

※１ 

本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 

連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。 
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表                裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を必ず記載すること。 

   なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。 

提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることができない

ので注意すること。 

※ 押印を省略する場合は電子メールの利用が望ましいが、難しい場合は封筒に「（押印省略）」と朱書き

すること。 
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請 負 契 約 書 

 

１ 契約の名称   三鷹駅前地区における情報発信に係る屋外広告物の作成及び設置業務 

２ 仕様      別添仕様書のとおり。 

３ 履行期間    年  月  日から 

年  月  日まで 

４ 契約金額    金     円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金   円） 

５ 支払条件   完了払 

 

上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。 

この契約締結の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保

有する（ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、

発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を

保管するものとする。）。 

 

年  月  日 

 

発注者 住 所 

氏 名            印 

受注者 住 所 

氏 名            印 

 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の業務（以下「業務」という。）に関し、この契約書に定めるも

ののほか、仕様書（別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、

日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

２ 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは

発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする（以

下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。）。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（一括再委託等の禁止） 

第３条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせて

別紙１ 
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はならない。 

２ 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発

注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限

りでない。 

（特許権等の使用） 

第４条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係

る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 

（仕様書等の変更） 

第５条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示（以下この条におい

て「仕様書等」という。）の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。こ

の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更する

ことができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

２ 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるもの

とする。 

（業務の中止） 

第６条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部

又は一部を一時中止することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額

を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注

者と受注者とが協議して定めるものとする。 

（受注者の請求による履行期間の延長） 

第７条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理

由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発

注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を

延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年（365日当たり）３パーセ

ントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。 

（損害の負担） 

第８条 業務の履行に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者の負担とする。

ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担する

ものとする。 

（検査及び引渡し） 

第９条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了

を確認するための検査を行わなければならない。 

３ 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負

担とする。 
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４ 発注者は、第２項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、

その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。 

５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直

して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規

定を準用する。 

（契約金額の支払い） 

第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求すること

ができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額

を受注者に支払うものとする。 

３ 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第２項又は同条第５項の検査を行わないときは、

その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間（以下「約定期

間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日

数を超えた日において満了したものとみなす。 

（部分払） 

〔注〕 部分払を行わない場合は、この条を削除する。 

第11条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分に相応する契約金額相当額の10分の９以内

の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請

求は、頭書の回数を超えることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分

の確認を書面をもって発注者に求めなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において当該請求を受けた日から起算して10日以内に業務の完了を確認

するための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 

４ 前項の場合において、検査を受けるため通常必要な経費は、受注者の負担とする。 

５ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の契約金額相当額は、発注

者と受注者とが協議して定める。 

部分払金の額≦第１項の契約金額相当額×９／10 

６ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払

を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に

部分払金を支払わなければならない。 

（契約不適合責任） 

第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないも

の（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し

又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の

責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行

の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求
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することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時

期を経過したとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける

見込みがないことが明らかであるとき。 

（発注者の任意解除権） 

第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があると

きは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議

して定めるものとする。 

（発注者の催告による解除権） 

第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 

一 第２条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 

二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認

められるとき。 

四 正当な理由なく、第12条第１項の履行の追完がなされないとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

一 第２条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 

二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成す

ることができないとき。 

三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する

意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで

きないとき。 

五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期

を経過したとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても

契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 
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七 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）

が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 

八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

九  受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が

法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経

営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると

認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認めら

れるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当すること

を知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方とし

ていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、

受注者がこれに従わなかったとき。 

十 第20条の２第１項各号の規定のいずれかに該当したとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（受注者の催告による解除権） 

第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過し

た時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ

る。 

一 第５条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が３分の２以上減少したとき。 

二 第６条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の２分の１を超えたとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、
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受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠

償を請求することができるものとする。 

 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

 二 成果物に契約不適合があるとき。 

三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で

あるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、

受注者は、契約金額（この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をい

う。次条において同じ。）の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払

わなければならない。 

一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務

について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）

の規定により選任された破産管財人 

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154

号）の規定により選任された管財人 

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225

号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅

延日数に応じ、年（365日当たり）３パーセントの割合で計算した額を請求することができるもの

とする。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第20条の２  受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に

基づき、契約金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければ

ならない。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律

第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である

事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が

受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を

含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令

が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された

場合を含む。）。 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの
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命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して

行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われてい

ないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号にお

いて「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又

は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条

第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となっ

た取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につい

て、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令にお

ける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を

含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四  この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年

法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する

刑が確定したとき。 

２  受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を

経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利

息を発注者に支払わなければならない。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第２項の規定による契約代金の支払いが遅れた

場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年（365日当たり）2.5パーセン

トの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第９条第４項の規定による引渡し（以下この条に

おいて単に「引渡し」という。）を受けた日から１年以内に契約不適合である旨を受注者に通知し

なければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は

契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根

拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

３ 第１項において受注者が負うべき責任は、第９条第２項の規定による検査に合格したことをも

って免れるものではない。 

４ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７項にお

いて「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合

において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたと

きは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法

の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用

せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 
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７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

８ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかか

わらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることが

できない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

９ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状に

より生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができ

ない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれ

を通知しなかったときは、この限りでない。 

（賠償金等の徴収） 

第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する

期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日

から契約金額支払いの日まで年（365日当たり）３パーセントの割合で計算した利息を付した額と、

発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年（365日当たり）３パーセ

ントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 

（秘密の保持） 

第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用

してはならない。 

（適用法令） 

第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこ

の契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適

用するものとする。 

（管轄裁判所） 

第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等

に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（契約外の事項） 

第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議し

て定めるものとする。 

 

 


